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今回は、6月に国会を通過した改正育児・介護休業法の主な改正点についてご案内いたします。

施行日は未定であるものの、公布日（平成 21 年 7 月 1 日）より１年（改正点の一部について

は、常時使用の従業員数 100 人以下の会社は３年）以内には全て施行されることとなっていま

す。本改正に伴い、育児・介護休業規程の見直しが必要になりますのでご注意ください。 

施行日等の詳細は、決定次第、後日改めてお知らせいたします。 

規程の見直しが必要です 
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育児勤務時間の措置等の見直し 

子の看護休暇の拡充 労使協定による育児 
休業対象除外者の見直し 

父親も育児休業を取る 
場合の育児休業の 
見直し 

介護休暇の新設 公表制度、 
罰金の新設 

●父母が共に育児休業した場合、 

１歳２ヶ月まで育児休業可能に 

（但し、父母それぞれ１年が限度） 

●父親に限り、生後８週間以内に 

育児休業を取得した時、期間内で 

２回目の育児休業の取得が可能に 

●法違反をし、勧告を受けたにも 

関わらずそれに従わなかった場合 

 ⇒ 企業名公表 
 

●虚偽の報告をした場合 

 ⇒ 20 万円以下の罰金に 

※公布日より3ヶ月以内に施行 

現 行 

①勤務時間の短縮 
＆ 

②所定外労働の 

免除 

改正後 

小学校入学前の子どもがいる場合 

現 行 改正後 

子どもの数に 

関わりなく年5日 
●子どもの数が2人以上 

⇒ 年 10 日 

●子どもの数が1人 

⇒ 年 5日 

配偶者が専業主婦（夫）の場合の、
育児休業の取り扱いが変更 

現 行 改正後 

労使協定により、 

育児休業の対象者と 

しないことが可能 

●除外対象者と出来ない 

介護休業の対象となる 

家族を介護する為の介護 

休暇を与えることが必要に 

●要介護状態の家族が2人 

⇒ 年 10日 

●要介護状態の家族が1人以上 

⇒ 年 5日 

①勤務時間の短縮 

②所定外労働の免除 

③フレックスタイム 

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

⑤託児施設の設置、運営 

⑥⑤に準ずる便宜の供与 

⑦育児休業に準ずる制度 

義務 何れかの 

措置が必要 


